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第４回 ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒を楽しもう）推進協議会 議事要旨 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１ 日時： 平成 24 年９月４日（火）14:00～15:30 

２ 場所： 内閣府本府庁舎３階特別会議室 

３ 出席者： 

座 長  久保田 紀久枝 お茶の水女子大学大学院教授 

委 員  小山 裕久 日本料理人・青柳主人 

委 員  佐浦 弘一 株式会社佐浦代表取締役社長 

委 員  辻野 晃一郎 アレックス株式会社代表取締役社長兼 CEO 

委 員  長谷川 浩一 株式会社はせがわ酒店代表取締役社長 

委 員  渡邊 眞一郎 京屋酒造有限会社代表取締役 

古川 元久 国家戦略担当大臣 

石田 勝之 内閣府副大臣 

大串 博志 内閣府大臣政務官 

 

 

４ 議題： 

 ・「國酒等の輸出促進プログラム」について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○久保田座長 どうも皆様こんにちは。それでは、定刻となりましたので、ただいまより

「ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒を楽しもう）推進協議会」の第４回会合を開会いたしま

す。 

 本日、古川国家戦略担当大臣、石田内閣府副大臣、大串内閣府大臣政務官につきまして

は遅れるそうでございますが、この御三人に御出席いただいております。 

 また、日本酒造組合中央会岡本副会長にも御出席をいただいております。 

 なお、こちらの石井内閣審議官が國酒担当として８月１日付けで国家戦略室兼務となっ

ておりますことを御紹介いたします。 

 それでは、まず座長の私から、お手元にお配りしております「國酒等の輸出促進プログ

ラム（案）」について、簡単に御紹介させていただきます。 

 これまでいただいた各委員の御意見及び有識者の御意見を基に、國酒の輸出を促進する

ための考え方とその具体的な方策を「國酒等の輸出促進プログラム（案）」としてとりまと

めました。この輸出促進プログラムは、まさにオールジャパンで、官民が連携して実施す

ることで、國酒の魅力の認知度向上や海外への輸出促進に寄与されるものと思います。本

日の協議会では、この輸出促進プログラムを決定させていただき、古川大臣に御提言し、

各委員や岡本副会長から、それぞれ提言に関してコメントをいただきたいと思っておりま

す。 

 それでは、提言に関する説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元にお配りしております「國酒等の輸出促進プログラム（案）」

をお開きください。 

 左側に目次がございます。このような構成で章立てをしてございます。 

 ２ページ「第１．はじめに」。これまで日本の國酒である日本酒・焼酎（泡盛を含む）と

いうことにつきましての魅力度の向上、輸出促進ということについて幅広く意見を聴取し

て意見交換をしてまいりました。それに加えまして、関係府省庁、関係業界などから得ら

れた意見も含めまして、國酒を始めとする日本酒類、ビール、ワインも含むわけでござい

ますが、これを「國酒等」と定義いたしまして、このための輸出の促進の考え方と具体的

方策についてプログラムとしてまとめたものでございます。 

 「國酒等」と言うとちょっと紛らわしいところもございますけれども、これは國酒だけ

ではなくてほかにも共通する施策については「國酒等」ということで文章を整理してござ

います。 

 「第２．基本的考え方」ということで、１番目は國酒の輸出拡大の必要性を書いてござ

います。２番目は、３ページ、日本の伝統と文化を踏まえた國酒の認知度向上ということ

でございます。３番目といたしまして、農業の振興あるいは観光の振興というものにつな

がる地域活性化への貢献という、３つの柱として基本的な考え方が記載されてございます。 

 「第３．具体的施策」ということで７本の柱がございます。 

 初めが「１．マーケティング戦略の構築」ということでございまして、４ページ、さま
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ざまな免許制度や税制などの制度情報あるいは市場情報につきまして、ジェトロが業界あ

るいは国税庁と連携しながら収集・提供していくということ。 

 発信力が大きい都市の市場情報の収集あるいは発信、分析のための体制構築ということ

で、主要な都市に業界団体等の拠点あるいはリエゾンを設けたらいいのではないかという

御提言がございます。 

 「２．國酒等のブランドの確立」でございまして、政府等における國酒等の活用の促進

ということでございます。外務省は既に在外公館とか飯倉別館などのレセプションにおい

て乾杯で日本酒を活用するなどやってございますけれども、更に今後ともサマーダボス会

議、IMF 世銀総会等においても政府主催のレセプションにも使っていき、関係省庁、関係

機関においても同趣旨でやっていただくべきであるということが記載されてございます。 

 ５ページ目には、このような政府の取組みの求心力を持たせるためのロゴの作成という

ことも、政府で行うべきだということを書いております。 

 ３番目は國酒についての国際的な認知度の向上ということでございます。ワインとかビ

ールという商品に比べて日本酒はまだまだ認知度が低いということでございますので、例

えば主要市場における効果的なプロモーションの実施ということで、既に日本酒造組合中

央会あるいは農林水産省もやっているわけでございますけれども、こういうものを官民挙

げてもっと一体的にやっていたらどうか。 

 文化政策あるいは６ページの文化産業の振興、こういう政策の一環としても情報発信を

していくべきではないか、更に民間でさまざま行われております國酒の魅力の発信者の顕

彰やコンクールへの出展等を促進していくべきではないか、ということでございます。 

 ６ページの最後でございますけれども、国際的にわかりやすい表示方法の検討というこ

とでございまして、日本酒・焼酎のラベル表示というのが一般消費者にとってワインなど

に比べてわかりにくいということがございます。こういう中で①～④がございますが、製

品品質表示が視覚的にわかりやすいマークを導入することや、原産地呼称制度などを活用

しながら、さらなる地域ブランドを育成していくことなど、日本産であることを示す統一

マークの検討、民間ベースで既に味や香りの概要を表示する試みもございますけれども、

そういうようなものが更に重要になってくるのではないかということで、このような表示

方法について官民一体となって連携しながら作成していくべきではないかということでご

ざいます。 

 「３．輸出環境の整備」ということで、原発事故以来の輸入規制や焼酎の容器、免許制

度の制限とかございますので、こういうものについては政府がやっていくわけでございま

す。併せて業界とも連携しながら、こういうものについて障壁を打破していくということ

が必要ではないか。 

 関税の引下げ交渉については、経済連携協定の交渉などを通じて関税の引下げをするこ

とや、９ページ、國酒に関する HS コードの新設ということを働きかけていくことが必要で

はないかということでございます。 
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 更に、知的財産の保護ということで、事前に対応しておくべきこと、あるいは侵害され

た後に対応していくべきことについての認識を共有していく、政府としてもこれに対応し

ていくということでございます。 

 「４．海外市場における海外販路拡大」でございますが、販路拡大、主としてビジネス

マッチングでございますが、やはり海外へのビジネス展開というのはリスクもコストも大

きいわけで、事業者にとってみると、人材の育成とか体制の整備をきちんとしてやってい

く必要があるのではないかということで、その際、グローバル商品に転換していくという

認識や、各国の食文化に適した飲み方の開発・普及でありますとか、11 ページ、既に経済

産業省の事業として行っております「JAPAN ブランド育成支援事業」などを使って官民で

商品開発していきますとか、こういうことで海外市場に適した商品などの開発をすること

が必要だということであります。 

 11 ページからビジネスマッチングの促進ということで、海外の酒類関係の展示会にジェ

トロあるいは農林水産省が積極的に出て行くことや、逆に国内のバイヤーを招聘すること

や、13 ページ、そのようなことによって商談の機会を増やすとともに、今後、フランスの

ボルドーの VINEXPO とか、ミュンヘンのオクトーバー・フェストのような、今必ずしも日

本に是非来たいというような國酒関係のイベントがあるわけではないので、そういうもの

を育成していくべきではないかということが書いてございます。 

 13 ページの下でございますけれども、電子商取引というのがこの分野において可能性が

あるのではないかということかございます。 

 「５．國酒についての正しい理解の促進」ということでございます。今後、國酒が成長

していくわけでございますけれども、商品の特性あるいはその背後にある文化の伝統、そ

ういうものについて、必ずしも国際的に十分伝わっていないような状況でございます。ま

たそれを外国で表現するというのは大変難しいことでございます。 

 このために、14 ページの下でございますけれども、適切な教材を作成する、あるいは 15

ページの教育・研修を実施等々によって情報を提供していくとともに、16 ページになりま

すが、民間ベースで幾つかの資格制度などがございますけれども、こういうのも更に国際

的に展開したらどうかということでございます。 

 「６．國酒の輸出を支える産業基盤の強化」ということでございまして、資金面につき

ましては、政府金融や官民の様々なファンドがございますので、こういうのも１つの対象

になるのではないか。原料供給の安定確保ということで、価格の競争力のある國酒をつく

るということは非常に重要でございまして、生産者と酒造業者が更に連携を強化するなど、

今後対応していく必要があるということでございます。 

 17 ページになりますが、実際に海外に販路を開拓していくということになりますと、流

通業者の役割が非常に重要なのでございますけれども、必ずしも流通業者さんの意見がま

とまっているとも限りませんので、是非もっと積極的な御発言をしていただきたいという

ことでございます。 



5 

 

 「７．酒蔵ツーリズム創造による地域活性化」ということで、今後、海外から國酒の言

わば「聖地」として酒蔵を訪問する観光客が増えてくるのではないかということで、政府

が官民の協議会を設けて今後の課題について検討し、更に地域でモデル地区をつくって、

それを広く普及していくという試みをする必要があるということでございまして、18 ペー

ジ、既に佐賀県や埼玉県でもそのような取組があるので、こういうものを発展させていく。

ただ、お酒だけではなくて、地域の観光資源と連携する必要があるということでございま

す。 

 そのための課題を 18 ページに書いてございまして、19 ページ、海外から招くだけでは

なくて、実際に日本にいる外国人に対しても PR するような機会を増やすべきではないかと

書いてございます。 

 最後に「第４．今後の推進体制」ということでございますけれども、この提言を実際実

施して継続的かつ実効ある取組としていくためには、関係府省、関係機関、関係業界が役

割分担しながら体制を整備していくということが必要でございまして、政府としては関係

府省による「國酒等の輸出促進連絡会議」というのを設置いたしまして、各省の取組を把

握するとともに、必要に応じて官民のさまざまな調整を行っていくべきではないかという

提言でございます。 

○久保田座長 どうもありがとうございます。 

 まず、ただいま、大串内閣府大臣政務官に御出席いただきました。 

 それでは、本件につきまして御異議がなければ、推進協議会決定とさせていただければ

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○久保田座長 ありがとうございます。 

 特に御異議はないようですので、本件は協議会決定とさせていただきます。 

 それでは、当推進協議会として、古川大臣に御提言させていただきます。 

○久保田座長 それでは、ただいまより、「ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒を楽しもう）推

進協議会」としての提言「國酒等の輸出促進プログラム」を古川国家戦略担当大臣に提出

したいと思います。 

（「國酒等の輸出促進プログラム」手交） 

○古川国家戦略担当大臣 どうもありがとうございます。 

○久保田座長 それでは、古川大臣よりごあいさつを賜りたいと思います。 

○古川国家戦略担当大臣 まずは久保田座長始め委員の皆様方におかれましては、大変に

御多用の中、この「ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒を楽しもう）推進協議会」、４度にわた

って御参加いただきまして、大変熱心に御議論いただきましたことを心から感謝申し上げ

ます。 

 第１回の会合で申し上げましたけれども、このプロジェクトは個々の業者、関係府省、

そして関係機関等の取組の補完といたしまして、オールジャパンで官民が連携して國酒で
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あります日本酒・焼酎の魅力の認知度の向上と輸出促進に取り組む必要があるという思い

の下で、私が国家戦略の一環として立ち上げさせていただきました。 

 また、今、この國酒にかかわらず、さきにまとめました日本再生戦略の中でも、グロー

バルマーケティングという視点に立って成長戦略を推進していくことが極めて重要である

と考えているわけでありますけれども、まさにこの國酒もそうしたグローバルマーケティ

ングという視点に立って輸出の促進をしていくということが今後成長を実現する大きなカ

ギになります。私はこの國酒プロジェクトは、グローバルマーケティングによる成長の実

現の象徴的なプロジェクトの一つであると考えております。 

 そうした視点から、これまで委員の皆様や有識者の皆様から、さまざまな角度から御意

見や問題提起をいただきました。このような皆様からいただいた問題提起を踏まえて、今

回、「國酒等の輸出促進プログラム」を御提言いただいたわけであります。このプログラム

には、政府として行うべきこと、民間として行うべきこと、更には政府と民間が連携して

行うべきこと、これが具体的施策として織り込まれておりますので、これをまさにオール

ジャパンで官民が連携して取り組んでいくことによって國酒の輸出の促進ということが実

現できるのではないかと思っております。 

 大事なことは、今後、いただいた提言を実行に移していくということでございます。今

後、「國酒等の輸出促進連絡会議」を立ち上げて、関係府省や関係機関を中心にいたしまし

て、業界団体並びに酒類業界の皆様とも連携しながらしっかりと進めてまいりたいと思っ

ております。関係者の皆様方には、本当にこの間、お忙しい中お集まりをいただいて、そ

してこのような形で御提言をまとめていただきましたことを、改めて重ねて感謝申し上げ

ます。 

 今回をもちまして、この協議会は一旦終了となりますけれども、今後も実行に向けてプ

ロジェクトは続いてまいりますので、引き続き皆様方のまた御指導・御支援を賜れればと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本当にどうもありがとうございます。 

○久保田座長 古川大臣、どうもありがとうございました。 

 それでは、議題を進めたいと思います。 

 まずは各委員の方から「國酒等の輸出促進プログラム」につきまして、５～10 分程度で

コメントをいただきたいと思います。 

 まず、小山委員、よろしくお願いいたします。 

○小山委員 事務局を含め、皆様、お疲れ様でした。 

 最初、参加させていただいて、本当に何かできていくのだろうという思いであったので

すが、報告書を見せていただいて、詳細にわたって私たちの意見を細かく入れていただい

て、さすがというと言葉は適当かどうかわかりませんが、すばらしい報告書ができたと思

っております。 

 重ねて少しだけ私の方からお話をさせていただきたいと思います。 
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 タイトルにあるとおり、ENJOY JAPANESE KOKUSHU ということでございますので、私は第

１回目でも申しましたけれども、日本人が幸せで好きでおいしいものを海外の人はあこが

れてまねをしてみたいとか飲んでみたいと思うので、ENJOY ということであれば、勿論、

海外輸出ということは大変重要なポイントではありますが、その１つの施策、目玉という

ことに関しても、日本人はワインを全く飲まなくなって日本酒ばかり飲んでいるよとか、

國酒ばかり飲んでいるという状況がもしこの国で実現されたら、実はそれが一番の魅力に

なるかもしれないということで、現状の日本人も楽しんでいくようなこともお考えいただ

けたらと思っております。 

 海外に向けてということでありますと、とにかく私も海外 20 年ぐらいのいろいろな経験

でいうと、こちらが見てほしいもの、見せたいものはあちらの見たいものや欲しいもので

あるというところが必ずしも一致していない。それは我が国民の特性なのでしょうけれど

も、私も本当に微に入り細に入り日本料理を伝えるにはどうしたらいいかというのをよく

考えたのですが、それは決して彼らのフランス人の欲しいものであったり、アメリカ人の

求めているものではなかったりすることが多かったのです。 

 それは実践経験によってあちらのニーズといったことを確認しながらやっていくという

ことが実はこの提言の底流に流れている。下世話な言葉で言うと、売りたいものと売れる

ものと欲しいものとの誤差をどうやって埋めていくかというのが実践の中での大切なこと

だと思うので、戦術詳細に関してはこの提言がありますのであまり詳しく言っていっても

しようがないですけれども、１つだけお話をするとしたら、日本という国は非常にダブル

スタンダードというか、本当に地道に海外できちっとやって、日本の魅力を PR したいとい

うことと、日本向けのアピールのために海外に行ったりということとは、実は違っており、

そういう意味では基準が２つあって、その基準が最初に私がお話ししたことと重なってく

るように思います。そういうことをうまく埋めながら海外にやっていくと、日本という国

が文化技術によって国際的な地位をつくり上げていく、今までにも十分あるのでしょうけ

れども、それをよく広く広げていくための重要なポイントになるのではというような、一

応私の経験からお話をさせていただきました。 

 もう一つは、既に実はすばらしいことができて、お国がこんなに國酒というようなこと

を言ってくださったり、日本料理のことを取り上げていただけるのは本当にありがたいと

思いますが、今までにもこういうことを考えてやってきた団体や個人とかいろんな団体企

業があったりするので、その人たちを決して努力とか成果を無にすることなく、その上に

更にということをお考えいただいたらより大きな力になるのではと思いました。 

 最後に少し私事になるというか、私も海外で料理をやってきて 20 年ほど経つのですけれ

ども、今年も「日本料理文化フェア 2012」ということで、フランスのパリで 11 月 13 日か

ら３日間、その後、引き続いていろんなイベントが続くのですけれども、去年は発酵とい

うことでお味噌を取り上げてフランス人のシェフに料理をつくってもらったり、私も味噌

の効用を教えたりしたのですけれども、今年は醸造ということで日本酒をテーマにして、



8 

 

せっかくこういう御縁をいただいたので、過去にも日本酒の講習会とかやったのですけれ

ども、今回は醸造ということによって日本酒を使ってフランス料理をおいしくしたりとか、

そんなことを今やりたいと思ってあちらのシェフにもお願いして、今回はお酒がテーマで

今年の秋にパリで１週間ほどやらせていただこうかなと思っております。 

 私以外にもいろんなことを考えている方もいますので、そういうことをうまく、せっか

くこういう場というか、ものができたので拾い上げていただく、めったにこんなところで

しゃべらせていただける機会がないので、日本を取り巻くアジアの各国の環境とかいろん

なことを考えると、日本国民が１つになって力を合わせることによってより大きな力が生

まれて、世界から尊敬されるような文化国家として立国していく１つの大きな起爆剤にな

っていただけたらと心から念じておりまして、大変すばらしい協議会に参加させていただ

いて、心から感謝と敬意を表しています。 

 以上です。 

○久保田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして佐浦委員、よろしくお願いいたします。 

○佐浦委員 ただいま小山委員がおっしゃられたように、この輸出促進プログラムは内容

的にはさまざまな方面からの事柄を盛り込んで、非常に網羅的にできたすばらしいプログ

ラムであると思っています。先ほど大臣のごあいさつにもありましたように、ここからい

かに実践に移していくかということが大切だと思いますので、その中にありました政府と

してということ、民間あるいは個々の業者として、また政府と民間の協同としてというよ

うな３つについて、しっかりと仕組みを構築していって取り組んでいくということが早急

に必要だと思っています。 

 私個人としての問題意識、今まで取り組んできたこと等を勘案して、このプログラムの

中で、私自身の中でポイントだと思っている点、個人的に重要視している点が幾つかある

のです。 

 １つは、重要な市場における情報収集、発信等の拠点整備ということが非常に至急とい

いますか、喫緊の課題であると思っています。勿論、個々の企業では無理ですので、今ま

で本来は業界団体が行うということだと思うのですが、なかなかそこまでは手が回らない

というのが実情でして、こちらの提言の中にも業界団体等を中心として期待されるという

表現でありますけれども、こういった点については何らかの補助的なプログラムを活用し

て取り組んでいくということが必要だろうと思っています。 

 また、日本文化としての國酒の発信ということについては、個々の努力を超えていると

ころですので、全体として取り組んでいくためには、既にいろいろおやりになっていただ

いていますけれども、このプログラムの作成を機に、一層推進していっていただければと

思っています。 

 ３点目としては、やはりこれは初回から申し上げておりましたけれども、國酒の普及の

ための教材やプログラム、人材についての質の確保ということです。これは現在進行形で



9 

 

行っておりますので、いかに早く間違いのない正しい知識が伝わって、國酒がどういうも

のであるかということをしっかり御理解いただく基礎づくりのための取組が非常に大切だ

と思います。これに関しましても、私はやはり業界として取り組んでいくべきものである

と思っていますけれども、その過程の具体的なプログラムといたしましては、人材の育成

のための招へい事業等も含まれるかと思いますが、そういった場合には、既にあるかわか

りませんけれども、それを可能とするような補助的なプログラムを活用して取り組んでい

かないと、これはなかなか費用もかかることだと思っていますので、そのような推進体制

というものを非常に期待しているところであります。 

 私は日本酒が海外に普及していくためには現地化ということは避けられないと思うので

す。日本からの輸出ばかりでなく、海外でも例えば現地生産の増加というものは避けられ

ないことだと思っていますし、市場自体大きくするためにはある程度は必要だと思ってい

ますが、いろんな価格差等も出てくることは当然だと思いますし、そのためにより優れた

品質のものを酒造業者がつくらなければいけないと思うのですが、それを一目見てわかり

やすいような、このプログラムにありました表示のシステムといったものについては、業

界と所轄の官庁である国税庁、財務省が協力して、一刻も早く、現在進行形ですので、可

能性を追求してつくっていくことが必要ではないかと思っています。 

 最後の点は酒蔵ツーリズムの振興ということであります。これもいろいろな関係省庁等

でも関心が高まってきているように聞いておりますし、このプログラムの作成を機に、例

えば政府と業界も含んだ民間との協同による何らかの協議会的なものをすばやく立ち上げ

て、そこでいろいろ課題を見つけながらプログラムを政府の方でお願いしたいこと、ある

いはそれぞれの地域で個人がしっかりと取り組んでいくものを明確にしていって、すぐに

でも取り組むことだと思っています。 

 以上挙げた５つの点につきまして、やはりこの中でも個人的には重要性を感じていると

ころでありますが、私は酒造業者の代表の一人としてこちらに参加させていただいている

と思っておりますけれども、我々としても、頼るのではなく自助努力といいますか、明確

な意識を持って行動を起こしていくという意識づけと実践が非常に大切になっております

し問われているところだと思いますので、今後ともその一人として頑張ってまいりたいと

思っております。 

 海外における日本酒の振興については、自分たちの造ったものを一人でも多くの人たち

に楽しんでいただきたいという製造業者としての欲求もありますが、それとともに、我々

としては日本酒は長い風土と歴史に育まれたものであり、伝統産業の一端を担っていると

いう気持ちがありますので、それを日本文化の紹介の一つという気持ちも持って、我々が

外に出て行くときには我々を通して日本、日本文化が見られているのだということも意識

しながら取り組んでまいりたいと思っているところです。 

 以上でございます。 

○久保田座長 ありがとうございました。 
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 それでは、続きまして、辻野委員、よろしくお願いします。 

○辻野委員 本当に古川大臣、久保田座長、事務局の皆さん始め大変お疲れ様でございま

した。 

 私はお酒とは本当に無縁な立場で、無縁というか飲む方は好きですけれども、仕事上は

直接の絡みがない立場で御参加させていただいたわけですが、大変いろいろ勉強させてい

ただきましたし、今回のこちらの提言を拝読しまして、このプロジェクトの意義、やるべ

きこと、やった方がいいことに関してはほとんど網羅的にここに盛り込まれていると思い

ます。非常に完成度の高い提言書になっていると思います。 

 ただ、何事もプランに関して最終的には実行が伴って初めて意味がありますので、一番

大事なのは、ここに書かれていること、盛り込まれていることがいつまでにどういう形で

実行されるかということですね。 

 私の立場で言えば、まさにここにあります電子商取引を活用した新しい販売方法の開発

という項目がありますけれども、私自身はこの中身に関する自分のコミットメントとして

は、この部分に関する実行を微力ではありますけれども、推進していく立場でやっていき

たいと思います。 

 今回、國酒ということですけれども、本当に長期的な話でいうと、予測ですけれども、

2050年には日本の世界における GDP比率というのは３％になるとかということも言われて

いますし、一頃に比べると 20 世紀の高度成長期を経て経済大国になった日本というのは完

全に過去の話になっているわけで、これから改めて何で立国していくかというビジョンづ

くりが大切です。ビジョンがないと戦略も作れませんし、戦略がないとどこに投資してい

いかもわからないわけですから、まずビジョンと成長戦略をつくるという意味ではこの國

酒プロジェクトはそういう中で１つのロールモデルになればいいと思いますし、これに関

連してクールジャパンみたいな生活文化産業を改めて輸出産業としてきちっと外貨を稼げ

るレベルの産業に育てていくという、大局的な国家としての官民一体の取組というのは非

常に重要なことだと思うのです。 

 勿論、テクノロジーですとか工業製品ですとかというのは非常に重要ですし、日本とい

うのはそういうものによって立国してきたわけですけれども、これだけ競争が激しくなっ

てアジア諸国も追いついてくる中で、それ以外の活路というのは生活文化産業みたいなと

ころに求めていかなければいけないのは選択の余地がないことだろうと思います。 

 ただ、今世の中で何が起きているかということに関して私の見解は、IT リテラシーの高

い人たちがすべての産業を組み替えているといいますか、すべての産業の中心にいると思

っていますので、例えば私がいた Google などは、今のところ検索エンジン中心にオンライ

ン広告で、年間日本円で３兆円ぐらいのキャッシュを稼ぎ出していますけれども、そうい

う稼ぎ出したお金をこれからは例えばエネルギー産業に使ったり、あるいは無人走行車を

走らせているわけですから自動車産業に投入したり、IT リテラシーの高い人たちがこれか

らの成長産業の中心にいるという意味でいいますと、IT、国家的な言葉でいうと ICT をい
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かにこういうお酒の世界でも活用するかというのは１つの視点として非常に重要なのでは

ないかと考えます。単に電子商取引的なアプローチのみならず、生産管理ですとかいろん

なところに、勿論、伝統的に杜氏さんの職人技でという世界ではあるとは思うのですけれ

ども、そこに IT の力をうまく取り込んでいくようなアプローチも必要になってくるのかな

と思います。 

 グローバルにビジネスをしていこうとすると、やはり障害になるのは言葉になるわけで

すけれども、英語ですね。英語というのは別にアメリカとかイギリスのネイティブランゲ

ージとしての英語という意味ではなくて、国際語としての英語というのが非常に重要にな

ってくるので、先ほどの ICT、IT テクノロジーと国際語としての英語みたいな素養をきち

っとお酒の世界といいますか、日本の生活文化産業を世界に出していく中できちっと育て

ていかなければいけないところなのかなと思います。 

 余談になるのですが、日本がどれぐらい世界に受け入れられていくのかということなの

ですけれども、自ら格好いいだろうとクールジャパンと売り込んでも、向こうは必ずしも

そういうふうに受け取らないわけで、受け取る側がいいと思えば受け入れていくわけです

から、そういう意味でのマーケティングですとかブランディングは大事ですね。 

 この間私、遅い夏休みでニューメキシコのサンタフェというところに行ったのですけれ

ども、予想外にサンタフェみたいな田舎の町に和風のスパがあるのです。温泉があって、

本当に和風のかなり大きな規模のスパがありまして、てっきり日本人が経営しているのだ

ろうと思ったら、地元の人がやっているのです。日本のことを非常に気に入って、和風の

スパリゾートをつくって、そこにものすごい数のアメリカ人、地元の人とか観光客が来て

いるのです。喜んで似非的な和風温泉に入って、浴衣を着て、足湯につかって、日本風の

マッサージとか受けているわけです。 

 ですから、１つの簡単な事例だと思うのですけれども、そうやって受け入れられるもの

はそういう形で受け入れられていく。ただ、それがアメリカ人の手でこれが日本だという

感じでやるのではなくて、先ほどの文化ですとか本来の日本が育んできたものを含めてき

ちっと日本人がさぼらないで伝えていくというスタンスが大事なのかなと思います。 

 あるいは、アルバカーキという町で試しに和食のレストランを探して行ってみたのです

けれども、そうしたら、典型的な「将軍」という名前のレストランがありまして、入って

みると似非ジャパニーズレストランで、なぜかジャパニーズレストラン、日本食のレスト

ランというのは食器がメラミン食器みたいなものが多いですね。ああいうものを使ってい

るところがアメリカの和食レストランは多いですし、お皿を洗ったりするときに丁寧にや

る人が少なくて割れる確率が多いのかわかりませんけれども、日本のレストランみたいに

きちっと陶器のきれいな器というのはなかなかお目にかからないです。 

 寿司みたいなものを出しているのですけれども、恐らく日本人ではない人たちがつくっ

ているのだと思うのですが、そういうところに地元のアメリカの人たちがたくさん食べに

来ているのですが、それが日本食だと思っているわけです。典型的なデコレーション、兜
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と日本人形とかいろいろ飾ってあって、その中でこれが日本だと思って受け入れているわ

けで、でもそれは我々が伝えようとしている本当の日本ではないわけなので、そこでも問

題意識を持ったわけです。 

 ですから、どんなにいいものがあっても、持っていても、伝え方というのは非常に重要

になってくるので、自らの手でさぼらないで人に委ねないで、やはり日本人自らの手で正

しい日本、何をもって正しいというかという議論はいろいろあると思いますけれども、そ

の辺の努力が今までお酒に限らず、生活文化産業に関しては伝統工芸品ですとかファッシ

ョンですとか、全般的に食も含めて不足している部分もあったのかもしれないので、そう

いうことは改めて汗をかいて取り組んでいくということなのかなと。そこにおいて英語を

駆使して IT のテクノロジーを上手に借りるということなのかなと思います。 

 そのためにもう一つ重要なのは、こうやってお膳立てをいろいろ国も中心になってやっ

ているわけですから、最後には、アントレプレナーシップといいますか、起業家魂で酒造

業界に革命を起こして輸出産業として成功させるような若い起業家の人たちを育てたり、

出していくというのを業界を挙げてやっていくような取組が非常に重要なのではないかと

思います。 

 散漫なお話になりまして恐縮でございますけれども、今回、こういう委員会に参加させ

ていただきましたことを契機に、私自身もメイドインジャパンをはじめ、日本をもっと世

界に発信していくということを事業としてやり始めて１年ちょっとですので、改めて力を

入れてやっていきたいと決意を新たにさせていただきました。 

 どうもありがとうございました。 

○久保田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、長谷川委員、よろしくお願いいたします。 

○長谷川委員 ４回にわたりまして、私もいろいろ勉強させていただきました。ありがと

うございました。 

 最初は話があちこちに行っていまして、このようにきちんとまとめていただくようなこ

とができるとは思いもしなかったので、本当に感謝しております。ありがとうございまし

た。これがもし全部実行できるならばすばらしく、我々の酒類業界は明るいのですけれど

も、このようなことが全部すぐに来年、再来年でできるというほど甘くはないと思います

ので、一つひとつ着実に進めていただければ我々業界としてもありがたいことで感謝して

おります。 

 ちょうどオリンピックのときにイベントに参加してまいりまして、ロンドン・アイ、テ

ムズ川のほとりでお酒注ぎをしてきたのです。オリンピックと関係なくあそこは世界中の

方が集まるところで、そこで SAKE Bar ということで、有料でお酒を飲んでいただいたので

すけれども、世界各国の皆さんが「日本酒」と言うとわからないのですけれども、「サケ」

「サキ」と言うとすごくわかりやすくて、黒人の方、白人の方、我々黄色人種みたいな方

がいろいろ飲んでいただいて、「サケ」というのは非常に反応もよくて、喜ばしいなと。 



13 

 

 中には２～３割の方は、ウォッカと同じ感じでぐっと飲まれて、アルコール度数が低い

などと怒って帰られる方もいたのですけれども、非常に「サケ」という言葉が認知されて

いるのだなというのを改めまして感じて帰ってまいりました。これはまだまだ認知をもっ

としていけばいいなと思いましたし、私は酒を注ぎながら、私は港区の方にもお店がある

もので、大使館の関係の方が「お前のところで時々買っている」という方や、日本にいる

ときに「お前の店で買った」などという方もいて、そういう方が割と現地の方を連れてき

たり、お友達を連れてきて講釈をしているわけです。 

 やはり在日の方に日本酒・焼酎、日本のお酒、料理を覚えていただくことは、手っ取り

早いのかなと痛切に感じまして、これも大事だなと。飛んでいくにはやはりお金もかかり

ますし、我々末端の業者では本当に限界がありますので、これが一番安上がりで近い道な

のかなと感じて帰ってまいりました。 

 あと、辻野委員からもあったのですけれども、日本酒業界、私が首を突っ込んだ三十何

年前というのは 4,000 近く酒蔵はございました。今は実質多分 1,500 あるかないか。本当

に稼働しているのは 1,000 を切っていると思います。そのうちの 200～300 は来年なくなっ

てもおかしくないような蔵が多々見受けられています。多分こう話しているうちにも、今

年も米がそろそろ刈り取りなのですけれども、今年は休もうという蔵もあります。やはり

文化というのでしたら、言葉は悪いのですけれども、日本のビールみたいに、４社、５社

でおいしい、まずいを言ってもしようがないので、酒蔵を存続させるのは酒屋の責任でも

あるのかなとも思っています。ですから國酒のプロジェクトに、私どもみたいな下町の酒

屋をお呼びいただきまして、長谷川でもあんなところに行けるのだということを我々の後

輩なども思ってくれましたし、小売屋の存在価値も少しはあるのかなということで、何度

も言いますけれども、呼んでいただいたことを感謝しておりますし、議題に取り上げてい

ただいてありがたく、感謝しております。 

 酒屋というのは焼酎と日本酒だけではなくてビールもありますしワインも売っておりま

す。日本のワインというのは最近非常にレベルがアップしてきまして、日本固有のぶどう

であったり、ヨーロッパの品種などもよく育てて良いワインになってきています。世界の

やや中程度のワインならばできつつあるのかなと、私もワインが大好きなので思います。

私たちも入れてくれという声が時々聞こえますので、日本のワインなどというのもいずれ

余裕ができましたらお考えいただければありがたいなと思います。 

 酒というのは、今、辻野委員がちょうど我々小売業に興味をもっていただいて勉強会に

行ってきたという話をちらっとお聞きしたのですけれども、これは免許緩和されていいと

思います。ただ、やたらに売ればいいみたいなお店が増えているのも事実でございます。

やはり致酔飲料でございますから、今更なのですけれども、きちんとした教育を受けたお

店で提供できるように、これは小売店だけではなく、小山さんのようなお料理屋さんなど

にも、小山さんは全然問題ないのですけれども、本当に売らんがための飲食店、バーなど

も多いので、そういうところの教育も國酒プロジェクトということであれば何か提言をい
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ただければ、ますます日本酒、國酒としての地位もイメージも上がっていくのではないか

と思います。以上で今回の國酒プロジェクトに参加させていただきました意見とさせてい

ただきます。 

 本当にいろいろありがとうございました。勉強になりました。 

○久保田座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、渡邊委員、よろしくお願いいたします。 

○渡邊委員 本当にあっという間の４回までの会議でございまして、焼酎業界の者としま

して、國酒というジャンルの中に焼酎をとらえていただいて、何よりも國酒プロジェクト

の我々業界に対する応援メッセージであったなと深く感謝をしているところでございます。 

 いろいろ３回、今までの会議の中で通して申してきましたけれども、皆さんも協議しな

がらお感じになったと思うのですけれども、海外における日本酒と焼酎の認知度というの

は雲泥の差がございまして、特にヨーロッパ、アメリカなどにおきましては、焼酎の認知

度はあるとレポートに書いていただいていますけれども、ほとんど認知されていないに等

しい。ようやく入口に立った程度のものでしかございません。 

 そこでいろいろな戦略を今後業界で中央会も中心になって組んでいくわけですけれども、

そういうタイムラグ的な部分もあって、関係各省庁から焼酎も日本酒も１つの切り口で１

つの方策で輸出ドライブをかけていく、認知度を高めていくというのは、中にも幾つか書

いてございますけれども、なかなか実際的には難しいことなのだろうなと。やはりマーケ

ティングでいくとまだまだ違う手法でマーケットに導入していかなければいけないのでは

ないかという感じがしております。 

 ただ、日本の日本酒・焼酎というのは、世界でもまれに見る麹を使って並行複発酵とい

う特殊な技術でもって糖化し、それを同時にアルコール化していくという特殊な技法を用

いた醸造法を焼酎も日本酒もやっているわけでございまして、その技術をほかのウイスキ

ーにしてもブランデーにしても、ウイスキーは特に麦を麦芽で一旦糖化してバッチスタイ

ルで今度はアルコールを発酵していく、これがほとんどどこの国のお酒でも行われている

ことでございますけれども、そういう特殊な日本独特の最先端の技術でつくられた酒だと

いうことをつくる側も売る側も、もう一度認識し直さなければいけないのではないかとい

うことをこの会議を通じてよく思っていたところでございます。 

 ただ、我々業界関係者のなかでは國酒プロジェクトの認知が高まっているわけですけれ

ども、地方に行きますと地方の行政の長、県知事さんとか産業関係の部長さんとか市町村

に國酒プロジェクトというのが立ち上がって、焼酎も國酒になりましたと言っても、なぜ

か知らない、あまりピンとこないです。 

 私などはよく言うのですけれども、宮崎県での産業生産物の出荷額のナンバー１は先端

技術のいろんな組立加工品ではなくて焼酎なのです。これがトップに来ているわけです。

その県ですら焼酎に対する認識、地場産業で、しかも外貨を稼げる地場産業なのだぞと、

その育成には県を挙げていろんな業界が一緒になってやるべきではないかと盛んに言って
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きているのですけれども、概念的には分かっていただいても、行政をして具体的に何をや

ればいいのかがご理解いただけてない感じを持っています。これが各省庁の担当に下され

るということも聞いていますので、是非地方の産業振興関係にも行政の方から強く下して

いただきますと少しは意識が変わるのかなという感じがいたしております。 

 当然ですけれども、焼酎業界というのは農産物加工業であるわけでございまして、古川

大臣がこの御発想をされたというのも、日本の農業を再生しようというか、このままでは

いかんぞと、なくなるぞという危機感からだともお聞きしています。このレポートの中で、

今後、関係省庁の中で協議が進められていく、新しい連絡会議が立ち上がるということで

ございますので、焼酎業、清酒業と原材料の農産物の関係をもう少し深く御協議いただく

場、機会を増やしていただけると大変ありがたいなと。 

 そうしますと、ブランド育成におきましてもメイドインジャパンの商品という、日本産

酒類というのもございますけれども、やはり一番参考になるのはフランスの AOC です。あ

れはワインに対する表示方法ではなくて、農産物のいわゆる生産証明みたいなものが基本

になっていまして、最初にはチーズ辺りにそれが用いられたというような歴史があるよう

でありますけれども、あれをそのまま日本の現状に当てはめるととんでもない話にもなり

ますので、ああいうものを基に、農産物と焼酎・日本酒という関係をもう少し深く明確に

していただけると大変ありがたいなということと、それに若干絡むのですけれども、近い

将来必ず起こってくると思われるのが、先ほどちょっと出ました海外における日本酒・焼

酎の生産の質の向上ではないかと思います。 

 今、海外でつくられている日本酒・焼酎を飲みますと、日本人が口にしたらこれはまだ

いかがなものかという感じがするわけですけれども、海外で海外の人に売って飲んでいく

と、これが焼酎だ、これが日本酒だという概念でなかなかいけるわという方もたくさんい

らっしゃるわけです。そういう海外で日本酒・焼酎の高品質のものが間もなくつくられる

のだという前提で、そういうものと競争する日本産の焼酎・日本酒、競争という切り口か

らもう少し協議を深めていただきたいなという感じがしております。 

 中でも日本の農産物の価格というのは、お米にしますと５倍とか７倍とか言われていま

して、それをもって海外で競争しなければいけないというすごいハンディキャップも負っ

ているわけでございまして、勿論、高品質のもので価格差を補っていくという企業努力も

絶対必要なわけでございますけれども、そういう海外での技術が向上していきますと、必

ず激烈な競争になって、例えばフランスで日本酒がつくられると、恐らく AOC みたいな感

じのきちっと生産地という作物を使ってこうやっているぞという表示が必ず出てくると思

います。フランスではラムも AOC 区分しているぐらいでございますから。そこら辺りをも

う少し国際競争力という切り口で戦略を深めていただければと感じているところでもござ

います。 

 いずれにしましても、大変多くの皆さんに焼酎も國酒なのだなということを感じていた

だけたというか、これからは業界として、我々は國酒をつくっていってそれを海外の方に
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飲んでいただく。特に海外のアッパークラスの人にも日本の在外大使館などにもパーティ

に使っていただけるという立場になってきたのだぞという自覚を持って、業界一丸となっ

てもう少しそういう辺りを深めていかなくてはいけないなと。これは国が頑張れというメ

ッセージを出していただいたものだと私自身は思っていまして、それを実現していくのは

我々業界人でありまして、国がやってくれるだろう、だれかがやってくれるだろうという

のではなく、業界が真っ先に手を挙げて進んでいかないと実現するものではありません。 

 ですから、私は宮崎県の会長もしている関係もあり、業界の方に、極端に言えば国は國

酒だと言ってくれただけだぞと、あとは焼酎が國酒ということを世界の皆さんに認知して

いただけるかどうかというのは我々にかかっているのだと、頑張りましょうという話をし

ております。その礎となる國酒のプロジェクトで勉強させていただきまして、こういう結

論をいただいたということは大変ありがたく思っていますので、今後ともよろしくお願い

したいと思います。 

 ありがとうございました。 

○久保田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に座長の私の方からコメントをさせていただきます。 

 まず、最初に、本日、無事このような提言をとりまとめることができましたのは、委員

の皆様方の多大なる御協力のお蔭です。座長としてありがたく感謝を申し上げます。あり

がとうございました。 

 座長としては、私は本当に皆様方の業界と全く立場の違う者で、全くの素人でございま

したが、皆様方には、このようにいろいろな課題、いろんなことを思って國酒に取り組ん

でいらっしゃるということを改めてこの会議に出席させていただいて知りまして、非常に

勉強になりましたし、皆様方のバイタリティ、日本の底力というものを改めて感じた次第

でございます。本当にありがとうございます。 

 ここからは、座長ではなくて個人的なものとして、今回の「國酒等の輸出促進プログラ

ム」に対して少しコメントをさせていただきたいと思います。 

 日本酒や焼酎は、日本の非常に長い間に培われてきました伝統的な高い醸造技術と基礎

的な科学技術によって選抜されてきた麹菌あるいは酵母の力、双方が相まって初めてでき

上がった日本の國酒として世界に誇れるものであるということを改めて認識いたしました。 

 例えば機械で言いますと、すごい性能を持っていましても、マニアックすぎると、マニ

ュアルなどは非常に難しくて、初めての人あるいは一般の人はそれを使いこなしたり、飛

び込むことがなかなかできない状況がよくあります。 

 変なたとえなのですが、國酒にも実はある意味今までそういう面があって、とにかく造

っている人たちはいい酒を造っていると自負しても、それを一般の人に知らしめることが

十分なされていなかった、ある意味消費者フレンドリーでない面があったのではないかと

思います。それが今回、輸出促進プログラムということで、國酒を日本人よりも更に知ら

ない外国の方に今まで以上にたくさん飲んでいただきたいということで、今まで持ってい



17 

 

た課題に対して細かな具体的な施策が検討されてこのような提言がなされました。 

 このことは輸出促進ということもあるのですけれども、國酒について日本人にとっても

正しい知識を持つことができますし、例えば国内向けのラベルとかも同じような施策が当

然のことながらとられると期待しますと、香りが好きとか、味が好き、こういう料理に合

うのだというような、もっと気軽に楽しむ身近な存在になる。そして、國酒フレンドとい

うような人が増えるいいチャンスになるのではないかということが期待され、こういうプ

ロジェクトができたということは非常によかったと思っております。 

 もう一つございますのは、小山委員もおっしゃっていらっしゃいましたけれども、消費

者の求めるものがどんなものなのかということに視点を置いたということ、また新しい料

理の開発、料理とのマリアージュあるいは食文化とのマリアージュというようなことを一

緒に考えるという視点がここで設けられたことは、将来に向けて、例えば若い方たちは一

部ではやってらっしゃると思うのですけれども、伝統に基づきながらも、國酒の新しい方

向性、あるいは料理や新しい食事文化というものが開発される可能性があり、それをまた

逆に考えれば、國酒の新しい機能というか、今まで知られていなかったものが引き出され

る可能性があるということで、将来にとって大きな可能性が期待されると思いました。 

 特に日本では食育基本法、世界でも食に関しての法律はそうあるわけではないというこ

とを聞いておりますが、そこにも伝統的な食は非常に大事だということが示されており、

そういうものとも今回の提言は一緒にやっていくことができるものではないかということ

で広がりが大きいと思います。 

 今回はまずできることからということで、具体的な施策が中心になっているかと思いま

す。先ほどから委員の皆様がおっしゃっていますように非常によくまとまってたよい提言

になったのではないかと私も思います。 

 学界に身を置く私としまして、最後に申し上げたいのは、國酒として日本の伝統酒ある

いはその背景となる醸造文化を守り、育ててきたのは、基礎研究や教育が非常に大きく寄

与しているということです。今回、國酒に焦点が当てられ、世間にアピールされますと、

若い人が國酒に興味を持ち、引いては日本の伝統的な科学技術である醸造学、バイオテク

ノロジーあるいはポストゲノムの麹菌、酵母など日本の国菌と言われるようなものに対す

る科学技術への興味につながり、國酒プロジェクトが起爆剤となり、研究が発展すること

を期待したいと思います。 

 さらに、これらの研究が、日本の基幹産業の基盤となるだけではなくて、アジアの醸造

研究の中心的存在となり、国益に資する有益な情報を提供していくものになっていただく、

そして日本の國酒のブランド力を高めていただくことを、心から期待して、私のまとめに

させていただければと思います。 

 以上でございます。 

 それでは、最後に、日本酒造組合中央会の岡本副会長の方からコメントをいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
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○岡本佳郎氏 日本酒造組合中央会の副会長の岡本です。 

 今日は御発言の時間をいただきまして、大変ありがとうございます。座ってお礼を一言

申し上げたいと思います。 

 既に皆さん御承知のところと思いますけれども、日本酒造組合中央会は、1,600 弱の全

国の日本酒の蔵元と 300 弱の本格焼酎、泡盛の蔵元が会員になっております。先ほど長谷

川委員がおっしゃられたように、実際に稼働している蔵元はもう少し少なくなっているか

もしれませんが、会員数としてはそういうところでございます。 

 清酒と本格焼酎、泡盛と、一見違うようなお酒ではありますけれども、渡邊委員が言わ

れたように、麹菌というものを通じて同じ麹文化を担っている酒類業界の酒類業メーカー

の団体ということであります。 

 皆さん御承知のように、昨年は東日本大震災がございましたが、私どもの蔵元も約 300

弱、東日本の蔵元が何らかの被災をこうむりました。今、まさに政府を挙げての御支援を

いただいて復興に取り組んでいる最中でございます。そういった復興支援、消費者の応援

もありまして、昨年の１年間では日本酒の出荷額が大幅に落ち込むかと思いましたら、逆

に 16 年ぶりに前年比でプラスになりました。昨年の４月から今年の３月までの１年間で

１％にも満たないほんのちょっとですがプラスになって、その 16 年前というのは、まさに

阪神・淡路大震災のあったときであります。プラスになったとは言っても出荷量は半減し

ておりまして、60 万キロリットルにすぎません。阪神・淡路大震災の前は 120～130 万キ

ロリットル、日本酒は出荷しておりましたし、蔵元の数も今の１．５倍程度あったわけで

す。 

 そういう状況の中で、この春以降、古川大臣のリーダーシップの下に國酒プロジェクト

が立ち上げられたこと、我々は本当にうれしく思いました。これまで皆さん方、委員の方々

の有益な議論を重ねて今回のとりまとめをいただいたこと、中央会、業界を代表して厚く

御礼を申し上げたいと思います。 

 今回のとりまとめでは、大臣もおっしゃられておられたように、官の役割、民の役割、

官民の連携と役割分担をきちっと明示しながら、國酒等の輸出振興ということにかかる広

範な提言が盛り込まれております。特に国内マーケットというと、どちらかというとゼロ

サムになりがちなところを海外におけるいろいろな可能性に目を向けていただいたこと、

大変ありがたいことだと思いますし、それを通じてまた日本の市場にもフィードバックす

る効果もいろいろ出てくるだろうと思っております。我々、今回のとりまとめを改めて業

界の中でも広くコンセンサスを得ながら、できるところから積極的に実現に移していけれ

ばと思っております。 

 今後の推進体制ということについても記述がございますけれども、どうか中長期的な観

点から、引き続きのバックアップをお願いできればありがたいと思っております。 

 最後になりますけれども、短期間にこうした精緻な広範なとりまとめを行っていただき

ました石井審議官を始め、事務局の方々にも、この場をお借りして御礼を申し上げたいと
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思います。どうもありがとうございました。 

○久保田座長 どうもありがとうございます。 

 今日、まだ少し時間がございますので、今、お一人ずついろいろおっしゃっていただき

ましたけれども、もう少し何か是非おっしゃっておきたいというようなことがございまし

たら、これは最後の機会でございますので、何かコメントがございましたらお受けしたい

と思います。よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。そろそろ時間も残り少なくなりましたので、古川国家

戦略担当大臣から一言ごあいさつをお願いいたします。 

○古川国家戦略担当大臣 どうも皆様、本当にありがとうございました。改めて皆様方の

御協力に感謝申し上げたいと思います。 

 このプロジェクト、立ち上げはこの春からなのですが、実は立ち上げるまでに相当準備

期間を要しました。私も問題意識を持ってからいろんな関係方面に聞いてきているのです

けれども、みんないいねといっても、どうやったらいいかというのはなかなかわからない

ところもある。特に政府内で見ますと、酒というのは最初にも申し上げたかもしれません

けれども、原料は農水省ですけれども、酒蔵は農水省が所管していない。経産省にも産業

振興としての担当の課はない。要は国税庁なのです。 

 国税庁という役所は、税金を取ることは考えるところなのですけれども、産業振興とい

う発想は基本的にはあまりないわけですし、まして海外に輸出となりますと、輸出免税で

輸出したものから税金を取れませんから、そういう意味で輸出を促進しようなどという発

想は起きないというところもあるわけです。これは先ほど来からお話があるように、常々

酒蔵の方々は昔から地域の中心的な存在としていろんなときにリーダー的な役割を果たし

てきた。この酒蔵の数が減っているということは、裏返して地域の衰退とも実は表裏一体

ではないかと思っています。 

 ですから、今、日本をどう再活性化するかと、特に人口も減少し始めて高齢化も進んで

くるという、これまでの日本の歴史ではない新しい局面に入っている中では新たな発想を

していかなければいけないわけでありますし、同時に、東京だけ栄えて地域が栄えないと

いうようなことは逆に言えばあり得ないと思うのです。東京が栄えているのはむしろ日本

の地域の根っこのところがあるからこそ東京も栄えてきたのであって、地域が衰退して東

京だけ栄え続けるということはあり得ない訳で、地域をいかに活性化させていくかという

ことです。 

 そうなってまいりますと、酒蔵の皆さん方がもう一回元気になっていただいて地域のリ

ーダー役として地域活性化の中心になって動いていただけるような状況をつくっていく。

しかし、そのためには従来の発想の延長線上の中で、先ほど小山さんからは日本人がみん

なワインとかやめて日本酒を飲んだ方がいいのではないかという話がありましたが、一方

では長谷川さんからは日本においしいワインもあるよとか、これは国内の縮小するマーケ

ットの中で、ビールを飲んでいる人にこれはやめて日本酒を飲めとか焼酎を飲めという取
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り合いをしているとどうなるか、狭くなっている縮小しつつあるマーケットの中でそれを

奪い合うということは、結果的に日本全体で進んでいるデフレのような状況でみんなが疲

弊してしまうということにつながっていく。 

 ここはマインドセット、意識を変えて目を転じて、周辺の中国始め外を見ればまだまだ

人口が増えてきている若い層はたくさんいる。いかにそういうところで新しいマーケット

を開拓していくか。そういう発想に立つところから初めて夢も出てくる。そういうところ

から、酒蔵などはこういう状況の中で跡を継いでも仕方がないからといってやめる方も多

分多いのだと思います。そういう若い人たちが跡を継ごうとかやろうという気になるため

には、将来に大きな開拓すればどんどんとマーケットというのはあるのだという展望を見

せていかなければいけないのではないか。 

 そういう思いもあって、いろんな方々の御協力もいただいてこのプロジェクトをスター

トさせていただきました。本当に大変いいまとめをしていただいたのですけれども、政府

がやるべきこと、民間の皆さん方、小山さんからも話がありましたけれども、これまでも

いろいろ頑張ってきていただいている人たちがいますけれども、それは引き続きやってい

ただかなければいけないと思っています。基本的に政府はプレイヤーにはなれません。政

府がやるべきことは、プレイヤーの皆さん方が思い切って自分の能力を最大限 120％発揮

できるような環境をつくるということが政府の役割で、サッカーグラウンドに例えれば、

きれいな芝の張ったちゃんとしたサッカーグラウンドをつくって、そこだったらスライデ

ィングしてもけがをしないと、だから思い切ったプレーができる。辻野さんの話でありま

したけれども、アントレプレナーはリスクをとります。そういうリスクをとって飛び込ん

で行ったときに、ちゃんとそれがとりやすいような環境。そうでないと石がごつごつして

いる中で飛び込めといわれても飛び込めないわけですから、そういうところは政府として

やるべきことだと、やれることだと思います。 

 ですから、今まで頑張ってきた人たちも応援する意味でもそういう環境をつくっていく

ということに努力していきたいと思っていますし、また皆さん方と一緒に政府でやる部分

として、早速始めていて、これからも進めていきたいこととして、政府関係のさまざまな

レセプション等でお酒を出したりしますが、今までだと国際的なものになるとビールとワ

イン中心で、あまり日本酒とか焼酎とかそういうものは出ていなかった。そういうものを

もっと使うようにする。また、ワインについても、日本の大使館とかもそうなのですけれ

ども、日本でやるのもなぜかワインはフランスワインと、日本のおいしいワインがあるの

に日本のワインを使わないという事実もありましたから、そこはできるだけ國酒にかかわ

らず日本政府が催しするものについては、日本産のアルコールを提供していくという努力

が認知度を高めることにもつながりますし、そういうことが民間の皆さんとも一緒にやっ

ていけることではないかと思います。 

 そういった意味で、今回まとめていただいたものを一つひとつやれることからやってい

きたいと思っています。同時にお願いしたいのは、やはりこれは最終的には本当に一人ひ
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とりの消費者の皆さん方、国民の皆さん方にもそういう意識を持ってもらう、共有してい

ただくということなので、これが一部の関係者の皆さん方の中でいいのではないかという

ことだけではなくて、政府としても努力はしていきたいと思っていますが、是非今日お集

まりの皆さん方あるいは酒造組合の方々も、一般の人も含めてこういう形でやっていきま

しょうと、このことが日本を元気にすることにつながっていくのですよと、そういう発信

を是非皆さんにもしていただきたいと思いますので、今日でこの協議会は一旦終了となり

ますけれども、引き続きさまざまな形で皆様の御協力を賜れればと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 本当にどうもありがとうございました。 

○渡邊委員 一言いいですか。 

○久保田座長 一言だけ。 

○渡邊委員 多分、私も先ほど古川大臣がおっしゃったように、国税庁に対して、輸出に

関しては税金を取れないから、酒税を取れないから全然関心がないのでしょうといったと

ころ、輸出により企業の収益が拡大すれば、それに応じて法人税が納税されることになる

ので、輸出に対しても一生懸命努力させてもらいますというのが国税庁のお返事でしたの

で、参考までによろしくお願いします。 

○久保田座長 ありがとうございます。 

 それでは、時間となりましたので、これをもちまして「ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒

を楽しもう）推進協議会」の第４回会合を終了させていただきます。 

 なお、会議の内容は後ほど大臣から記者ブリーフィングしていただきますほか、用意で

き次第、本日の資料と議事録とを国家戦略室ホームページに掲載させていただきます。 

 これまで４回にわたり、大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ました。本日、大臣に御提言させていただきましたので、今回をもちまして当協議会は一

旦終了させていただきますが、今後は実行に向けプロジェクトは続いてまいります。これ

からも格別な御支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 どうも本当にありがとうございました。 


